
平成 28年‐6月 1日

近検協第 28‐018号

報告会社 御中

一般社団法人

近畿ブロック昇

灘il二 →
法改正にともなう定期検査報告の運用について

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は定期検査報告につきまして格別のご協力を賜 り厚くお礼申し上げます。

さて、建築基準法の一部改正が平成 28年 6月 1日 より施行されます。

つきましては、近畿管内における運用を下記のとおり連絡いたします。

敬具

記

1.大阪府下におけるホームエレベーターの指定解除について

令第 16条第 3項第 1号および国告第 140号 により、「カゴが住居内のみを昇降するエレベー

ター」が定期報告の対象から除外されたことを受け、大阪府下におけるホームエレベーター (カ

ゴが住居内のみを昇降するエレベーター)の定期報告は不要となります。

ただし、平成 28年度中に限り何 らかの事情で定期検査を実施 し報告に至った場合には、協議

会より個別に特定行政庁へ相談し報告書の受理及び報告済証(ワ ンペン)の発行も可能となる場合

があります。また、平成 28年 5月 31日 までに検査実施された報告書は受付可能ですので早々に

報告願います。

2. 小荷物専用昇降縄 の 圭E告のキ旨声 とこつ ヤ てヽ

令第 16条第 3項第 1号および国告第 140号により、小荷物専用昇降機で、全ての出し入れ口

の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より 50 cm未満のものが、報告対象に指定されま

したが、経過措置が設けられていることから、特定行政庁の対応は以下のとおり。

■大阪府下・兵庫県下・・・・・・・・・・・・・・・ 。現状通 り報告対象。

■京都府・宇治市・滋賀県下・奈良県下 。和歌山県下・・平成 30年 4月 1日 より。

■京都市・・・・・・・・・・・ 。・・・・・・・・・・以下のとおり。

(1)H28年 6月 1日 現在に存在するものは、平成 28年 6月 1日 から平成 31年 5月

81日 までの間の法第 7条第 5項又は法第 7条の 2第 5項 の規定による検査済証

の交付を受けた日が属する月 (当該検査済証の交付を受けていないときは,市長

が指定する月)の応当月の末 日のいずれか。

報告時期は建築物の検査済証 (完了検査)の交付を受けた日が属する月の応当月の末日。

なお、定期報告報告書に建築物の検査済証のコピーを添付すること。また、建築物の検

査済証が無い場合および増設 (後付け)の場合は、京都市の建築指導課へ相談願 う。

(2)H28年 6月 1日 から平成 29年 5月 31日 までの間に法第 7条第 5項又は法第 7条の2

第 5項の規定による検査済証の交付を受けたものは、平成 31年 5月 31日 までの間の

当該検査済証の交付を受けた日が属する月の応当月の末 日。
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3 定期検査報告書の様式変更について

建築基準法施行規則改正により、昇降機・遊戯施設ともに定期検査報告書および定期検査報告

概要書の様式が改正されます。

ただし、当面の間は旧様式でも別紙のとおり修正のうえ報告することができますが、近畿ブロ

ックとしては、以下のとおりの運用といたします。

■昇降機・遊戯施設の報告書・概要書の第一面については、追加 。修正は不要です。

■昇降機・遊戯施設の報告書・概要書の第二面 【3.検査者欄】欄を下記のとおり修正してくだ

さヤヽ。

報告書・概要書 第二面

[g.検査者】
(代報 栓萱者)

(      )建 築士   (         )登 録 素        号

【口.氏名丁瑚 ガす

【Jヽ .氏名】

【二.室声務発】

【本.額F便番号】

Eヽ .所在地】

【卜.電話番号】

(そい他o椎査者)

口百

口百

酬
)建築士   ( )遣録 第

※弊協議会のホームページに、新様式の帳票を掲載 しておりますのでご利用ください。

以 上

追記してください。

その他の検査者が居ない時も追記 してください。
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報告書 ,概要書の改正

1、 昇降機 報告書 第一面

第二十六号の四様式 (第六粂、第六粂の二の二関係)(A4)
定期検査報告書

(昇降機)

(第一面)

建築基準滋第12手第S項 (同法常8B美笛1市にオぅ`いて婆用する場合勘 。)の規定により、定期検査の結果メ
`導

浸告します。

この報告書に記載の事額は事実に柑違ありません。

様

別紙

平成   年   月   日

報告者氏名 EF

追カロ

検査者氏名 博
「

2、 昇降機 報告書 第二面

【B.検査者】
(代懃 る機査者 )

弾 (      )建 築士   (         )登 録 第        号

建築基準麺会判糞蜜賂著生一一―一_____― ―――導子一一一――
一

阜

【口,氏瑠σiプJガす1

【,ヽ .氏名】
【二.娑b務先】

)建築士事務所  ( 〉芸a事登録 第
【ぶ.郵優香号】

【へ .所在J仲」

【卜.電話番号】

(その他の横査者

)建築士   ( )豊撮 第

【イ 資格】

【口 氏名σ_瑚ガすコ
【ハ.氏名」
(工 .勤務売‐】

3、 昇降機 報告概要書 第一面

第三十六号の五様式(第六粂、第六条の二の二、第六条の三、第十一粂の四関係)t▲ 4)

定 期 検 査 報 告 概要 書

(昇降機)

(第一面)

練 斉 等 の 1野 専

【1.前有岩】
【イ.氏名のフリがす】
【口.氏名】
【夕ヽ 部使番号】
【二 住所】

4、 昇降機 報告概要書 第二面

【8.検査者】
午暉せなる検査者)

弾 (      )建 築士   (         )登 録 第        号

―――一――――翌手

【口.氏名のツジガす】
【ハ.氏名】
【二.勤務光】

)建築士事務所  ( )知事登録 第

【本.護F便番号】
【へ.所在地】
【卜.i電話番号】

)登録 第

【イ 資格】

【iユ.兵名の初 ガす】

【ハ.氏名】

【二.勤務免】

【イ

『▼第

０石第

【イ

口菅第

］〓

追カロ

)建築士   (

第



5、 遊戯施設 報告書 第一面

第三十六号の十様式(第六桑の二の二関係)(A4)
定 期 検 査 報 昔 書

(遊戯施設)

(第一面)

様

報告書氏名

定期穣査④結果櫛 告し計 。

平成   年   月   日

追 加

検査者氏名 F「

6、 遊戯施設 報告書 第二面

【S.検査岩】
(干培離数る槍査者)

弾
【イ.資格】

(      )建 築士   く         )登 録 第        号

第

【口.氏名④プデガす】
【ハ.氏名コ
【二.勤務批】

)建築士事務所  ( )タロ事登録 第

【革 ξF便番号】
【へ.所主地コ
【卜電話番号】

(その他の横査者)

弾 )建築士   く )登録 第

〔イ_資格】

E口.長名o,ヂガすコ
【ハ.長名】
【工 勤務うヒ】

7、 遊戯施設 報告概要書 第一面

第二十六号の十一様式 (第六条の二の二、第六桑の三、第十一粂の四関係)(A4)
定 即 検 査 報 告 概 要 書

(遊戯施設)

(第一面)

検査等の概要

口万

［耳

］弯

追 加

【1.所有者】
【イ.氏名のダリガす】
【口.氏名】
【,ヽ .郵イ耳_善

=】【二 住所コ

8、 遊戯施設 報告概要書 第二面

【3.検査者】
〔武隷 る検萱者)

弾
【イ.査十各】

(      〉建築士  (         )登 録 第        号

第

)建築士事務所  〈 )知事登録 第

〉登録 第

【口 氏名のフデガす】

【ハ.氏名】
【二.勤務先】

［Ｆ

【本.要F便番号】
【へ 所在地】

【卜.電話番号】

くその他の検査者)

弾
【イ.資帯各】

【口.氏名(DJデガす】
【ハ.氏名】

E二 .勤務光】

Ｅ一)建築士   (

第 百万


